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「市民の目フォーラム北海道」会報 第 2４号（2013年 4月） 

事務局   市川守弘法律事務所内 

（札幌市中央区大通西 11丁目 北海ケミカル札幌ビル７Ｆ） 

http://shimin-me.net/  ☎ 050-7524-8995 

e-mail  shimin-me.forum@kpa.biglobe.ne.jp 

 

e-mail    

 

 

 

「市民の目フォーラム北海道」は、警察の様々な問題に関心のある幅広い市民が集まり、警察に関する情

報や意見を交換し、真に市民のための開かれた警察実現のために活動しています。 

 

カンパのお願い ～払込取扱票を同封いたしました～ 

「市民の目フォーラム」の活動は、皆さんのカンパで成り立っています。 

本年も国賠訴訟の支援、大学講義、相談業務など要望がある限り、全国各地に行き活動を進めていきた

いと思います。そのため、活動資金として皆さんからカンパのご協力よろしくお願い申し上げます。 

払込取扱票を同封いたしました。また下記宛てに郵便局窓口やＡＴＭから直接振替・送金できます。 

        送 金 先    「市民の目フォーラム北海道」 

口座記号・番号    ０２７５０－６－４４０９３ 

いつもあたたかいご支援・ご協力感謝しております。          

 

懲戒処分者数 道警は全国 3位 

深刻な上級幹部の不祥事 

警察庁の発表によると、平成24年中に全国で懲戒

処分を受けた警察官は、8年ぶりに400人を大幅に超

え、458人(前年比91人増)を数えた。処分内容は懲戒

免職62人、停職128人、減給172人、戒告96人で、懲戒

免職と停職は「警察改革」が始まった2000年以降最

悪だという。逆に、戒告は96人で2000年の208人か

ら112人も減っている。これは悪質な事案が増えたの

か、警察が相次ぐ不祥事に処分を厳しくしているの

かは不明だ。 

都道府県別では、警視庁70人（前年比26人増）、

次いで大阪府警38人（同17人）、道警は37人で昨年

の全国2位は返上したが、昨年を6人も上回った。 

年齢別(監督責任は除く)では、50歳以上が142

人（前年比48人増）で最も多いのが特徴だ。警部、

警視以上の上級幹部が40人で全体の13.9%を占め

ている。 

懲戒処分の理由では、わいせつ行為やセクハラ

といった異性関係が139人で最も多いという。深刻

なのは、法の執行者である警察官の犯罪が増えて

いることだ。交通事故違反を除いて、窃盗などの刑

法犯・特別法犯は、253人で全体の55.8%に及ぶ。う

ち逮捕された警察官は93人（前年比27人増）だ。12

月には、富山県警警部補が放火・殺人という凶悪事

件の容疑者として逮捕された。 

道警の懲戒処分も全国的な傾向と同じで、37人

中警部・警視らの上級幹部によるものが11人を占め

ている。また、所属長訓戒などの「監督上の措置」

を受けた警察官は155人で、懲戒処分の約4倍を数

え、こちらも警視正5人、警視24人、警部21人と32％

が上級幹部に対するものだ。 

2013年になってもこの勢いは止まらない。1月中

に虚偽供述調書の作成で兵庫県警の警察官2人

（警部補、巡査部長）が逮捕されたほか、道警、神奈

川県警、福岡県警等で警察官が逮捕されている。 

道警では、今年になっても幹部の不祥事が続い

ている。2月14日には、部下にパワハラ行為をした

として元釧路方面本部運転免許課長（警視）が戒告

の懲戒処分を受けて依願退職した。 2月28日には、
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釧路方面池田署の副署長兼警務課長（警部）が部

下にセクハラ行為などをしたとして、減給10％6カ

月の懲戒処分を受けた。この2人はいずれも60歳、

定年を間近に控えた幹部だ。 

上級幹部がこの有様では、今年も道警不祥事が

続くことだろう。 

  

「警察崩壊」 旬報社から出版 

～つくられた”正義“の真実～ 

当フォーラム代表原田宏二が、旬報社から「警察崩壊」（つくられた”正義“の真実）を出版した。 

以下は、その記述から。 

「警察は正義の味方」という人がいる。「正義とは何か」は人によって違う。時の政権によっても異なる。警

察を正義の味方としたほうが都合の良い人もいるのも事実だ・・・・。 

「警察とは何か、いかなる組織か」「警察の実体はどうなっているのか」を多くの国民が知らぬままでい

る。               

                    序 章 隠蔽される警察社会 

                    第一章 政治と警察 

                    第二章 警察神話の崩壊 

                    第三章 裏金に見る警察崩壊の本質 

                    第四章 国賠訴訟 誤りを認めない警察 

                    第五章 警察改革の道しるべ 

  （発売 4月 8日 価格 1785円 税込）  

 

 警察の腐敗現象は、目を覆わぬばかりの速度で進んでいる。冤罪、裏金、警察官の犯罪・・・。 

そこに共通しているのは、コンプライアンスの欠如と隠ぺい体質だ。この腐敗した“泥水”はいつか、国民の

だれかに降りかかる。そのとき初めて警察の本当の姿を知ることになる。 

      

                日弁連監視カメラシンポ 

原田代表が基調報告 

警察庁は、2011年 9月 8日、「警察が設置する街

頭防犯カメラシステムに関する研究会」（研究会）

の「最終とりまとめ」を発表した。 

それによると、①防犯カメラのさらなる設置促進、

②適正な街頭防犯カメラの設置・運用の確保、③自

治体・民間による防犯カメラの設置促進とその健全

な管理・運用の確保の 3点が提案されている。 

日本弁護士連合会（日弁連）は、平成 24年 1月 19

日、監視カメラに対する法的規制に関する意見書

で、「近時、我が国においては、『監視カメラ』（防犯

カメラ）が増加している。犯罪の発生を前提とせず、

不特定多数人の肖像を、個人識別可能な精度で、

連続して撮影し、録画ないし配信を行う『監視カメ

ラ』の増加は、プライバシー権等の保障の観点から

看過
か ん か

できない」として、監視カメラの設置・運用に関

して、基準、要件を定めた法律を制定し、規制する

ことを提言している。 

 そうしたなか、2 月 27 日 日弁連主催による「顔画像で行動を検索できる社会と私たち～便利さはプラ

イバシーに勝る？～」と題するシンポジウムが、東京都千代田区霞が関の弁護士会館で開催された。 

 最初に、大阪弁護士会の弁護士奥村裕和氏（日弁連情報問題対策委員会委員）が「ここまで進んでいる顔

認識技術」と題して基調報告を行った。同氏は、我が国の「顔認証技術」についての現状と大阪の監視カメラ



 

| 3 

の急増実態、警視庁が「人物の 3 次元顔形状データベースを作成し、非常時には民間の防犯カメラから映像

をリアルタイムで警視庁に送らせて照合するというシステム」を検討し、試験運用している（配布資料）など

と報告した。         

 続いて、当フォーラム代表原田宏二が「防犯と検挙のために必要

なことは何か」と題する基調報告を行った。 

代表は現在の警察の捜査では、窃盗事件から凶悪事件の捜査まで

監視カメラの映像なしでは考えられなくなっている。そのため、聞き

込みなどの基本捜査が疎かになっていると指摘、最近の監視カメラ

映像を利用した捜査の問題事例について説明した。 

 また、マスコミで監視カメラの映像が無原則に公開されている実         

（基調報告をする原田代表）        態にも触れ、刑事司法における推定無罪の原則が損なわれていると

指摘した。続いて、福岡弁護士会の武藤糾明氏（日弁連情報問題対策委員会副委員長）の司会で、パネルデ

ィスカッションが行われ、冒頭にパネリストの久保田かおりさん（西日本新聞社会部記者）が、昨年、西日本新

聞の「罪と更正」という犯罪者の再犯を防ぐための政策に関する連載を担当した際、取材を通して感じた犯

罪を減らすために必要な政策について説明。続いて、奥村弁護士、久保田記者、原田代表らによる警察の監

視カメラの運用実態、問題点、法制化などに関して意見交換が行われた。  

          

              交通違反で逮捕、そして窒息死 

              道警は事件の真相を明らかにせよ    

2月 24日、警察官に道交法違反（一時不停止）容

疑で現行犯逮捕された音更町に住む土木作業員の

Ａさん（40 歳）が逮捕直後に意識を失い、死亡した。  

新聞の記事によると事件の経過は次の通りだ。 

 2月 24日午後 2時 30分頃、道警釧路方面本部

本別警察署管内中川郡足寄町の国道 242 号で、パ

トロール中の本別署員が不審な乗用車を発見、停

止するように求めたが車はそのまま走行したため

パトカーで車を追跡。車は午後 3 時 20 分ごろ、約

80 キロ離れた北見方面本部北見警察署管内北見

市留辺蘂町で道路脇の雪山に衝突して止まった。  

追跡した本別署員が車内にいたＡさんに運転免許

証を出すよう求めたが、Ａさんは逮捕まで 55分間、

大声で叫びながら工具を振り回すなどして車内に

閉じこもったため、同 4 時 2 分、同署員と北見方面

本部北見署の警察官ら計 10 人が、車内にさすまた

を差し入れるなどして、Ａさんを車外に引きずり出

し、このうち数人がＡさんをうつぶせ状態にして押

さえ付け後ろ手に手錠を掛けて、一時不停止違反

容疑で現行犯逮捕した。  

そのとき、Ａさんは既に意識不明で、病院に搬送

されたが死亡が確認されたという。司法解剖の結

果、窒息死の疑いが強いことが分かった。  

 道警捜査１課は、警察官らの行為によって死亡し

た可能性があるとみて、業務上過失致死容疑など

で捜査を始めたという。  

この事件については、一時不停止違反の現行犯

逮捕といい、何故、大勢の警察官が現場にいながら

武器も持たない一人の男性を死に追いやるまでの

実力を行使したのかなど、道民の多くが警察官の

過剰ともいえる実力行使に疑問を持ったに違いな

い。 

 

警察官らの追跡などの法的な根拠 

警察官の職務執行には法的な根拠がなくてはならない。報道された事実の範囲内で検討してみよう。 

① 停止を求め、免許証の提示を求める行為  

本別署員がＡさんに停止を求めた行為の法的な根拠は何かということだ。 
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 まず考えられるのは道路交通法（道交法）だ。 

 その 67 条（危険防止の措置）には、「警察官は、

車両等の運転者が第 64条（無免許運転）、第 65条

第 1項（酒気帯運転）、第 66条（過労運転等）、第 71

条の 4第 3項から第 6項まで又は第 85条第 5項

若しくは第 6 項の規定に違反して車両等を運転し

ていると認めるときは、当該車両等を停止させ、及

び当該車両等の運転者に対し、第 92条第 1項の運

転免許証又は第 107条の 2の国際運転免許証若し

くは外国運転免許証の提示を求めることができ

る。」とある。  

 伝えられるところでは、Ａさんの逮捕容疑は道交

法 43条（一時不停止、119条 1項 2号等 3か月以

下の懲役、5万円以下の罰金）違反である。 

 少なくても、道交法違反を根拠に、Ａさんを停止

させ、免許証の提示を求めることはできない。 

 では、ほかに警察官はＡさんを停止させて質問す

ることができる法的な根拠があるのか。 

② 警察官職務執行法（警職法）2条（質問）の質問 

「警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から

合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは

犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由の

ある者又は既に行われた犯罪について、若しく

は犯罪が行われようとしていることについて知

っていると認められる者を停止させて質問する

ことができる。」とある。 

 Ａさんが一時停止しなかったことが事実なら、

軽微とはいいながら道交法違反も犯罪であるか

ら、職務質問の対象とはなりうると考えられる。 

 しかし、警察官が停止を求めて質問する権限

は強制ではない。これに応じて停止するかどう

かは任意である。停止しなかったからとして、約

50 分にわたり、80 キロも追跡する行為は果たし

て任意といえるのか問題があろう。 

 よくパトカーに追跡された車両が、追跡を受け

ている最中に信号無視などで重大な事故を起こ

すことがある。そのとき、警察は「事故現場の○

○キロ前で危険なので追跡を中止した」とコメン

トする。警察官の追跡行為が事故の原因ではな

いと言いたいのだろう。本件でも、Ａさんの車は

雪山の衝突している。だとすれば、本件について

も警察官には追跡を断念するという選択肢もあ

ったのではないか。 

               逮捕行為は適法、妥当か   

伝えられる事実では、Ａさんは公務執行妨害で

はなく、道交法違反（一時不停止）の現行犯で逮

捕されたとされている。 

Ａさんの一時不停止違反が事実で警察官がこ

れを現認して、逮捕するまで約 1時間 30分、この

間、一度も見失うことなく追跡したとするなら、

継続性が認められ現行犯逮捕の要件はあったも

のと思われる。従って、逮捕罪名や逮捕の必要性

については疑問が残るものの、逮捕の法的な根

拠はあると考えられる。しかし、逮捕に当たって

の実力行使の妥当性には大いに問題がある。 

 最高裁は、現行犯逮捕に際して現行犯が抵抗

した場合には、状況と社会通念に照らして、逮捕

に必要かつ相当と認められる限度内の実力行使

が認められるとしている。 

 そして、その実力行使が刑罰上法令に触れう

るものであっても、必要かつ相当な限度内であ

れば正当行為（刑法35条）とされ、違法性はない

としている。 

つまり、警察官の逮捕に関する実力行使は逮

捕に必要かつ相当と認められる限度内でなけれ

ばならない。警察官の犯罪捜査の基本を定めた

「犯罪捜査規範（国家公安規則）」の 126 条（逮捕

の際の注意）には「逮捕を行うに当つては、感情

にとらわれることなく、沈着冷静を保持するとと

もに、必要な限度をこえて実力を行使すること

がないように注意しなければならない。」となっ

ている。 

警察官の場合には、犯罪捜査のプロとして、一

般人の現行犯逮捕より以上に実力行使について
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の注意義務が課せられていると考えなければな

らない。ましてや、警察官は実力行使に当たるこ

とが多いため逮捕術という訓練を受けているは

ずだ。解剖による死因が窒息死となれば、逮捕

行為によって必要以上の実力行使が行われた可

能性が強い。 

            

道警は調査結果を公表せよ 

Ａさんが死亡した結果、Ａさんが何故警察官の

求めに応じないで逃走を続けたのかは明らかに

なることはない。 

 Ａさん一時停止違反を現認したのは警察官だ

けだ。警察官の実力行使を目撃した人物はいる

のだろうか。警察は都合の悪いことを隠ぺいす

ることは周知の事実だ。 

 こうしたケースでは警察の内部調査でも必ず

しもその真相が明らかにならないことが多い。 

 本件については、道警の捜査第一課が業務上

過失致死容疑で捜査を進めているようだが、本

件は特別公務員職権濫用等致死傷罪（刑法 196

条～職権濫用致死・暴行陵虐致死の場合は「3 年

以上の有期懲役」にも当たる疑いもある重大な

犯罪行為である。果たして、道警は身内の事件の

捜査を公正にやれるのか甚だ疑問だ。 

  

特に、本件は現場の警察官の責任のほか、事件

の指揮をしたはずの本別警察署長や逮捕地を管

轄する北見警察署長の責任、さらには釧路方面

本部地域課通信指令室、北見方面本部地域課通

信指令室がどんな指示をしていたのかも問題だ。

そして、本件は現認場所が釧路方面本部内、逮捕

地は北見方面本部内である。警察という組織は

管轄が異なると相互の連携不足から、適切な指

揮が行われず、現場の警察官の責任追及のみに

終始しがちだ。今後の再発防止のためには、現場

の警察官の責任追及だけではなく、組織的な責

任も明らかにならなければならない。 

 当フォーラムでは、道警と北海道公安委員会

に対して調査結果を開示するよう請求したが、回

答はいずれも「文書不存在」だった。道警の隠ぺ

いの意図が見えてきた。 

 【情報開示請求】 

 当フォーラム事務局では、今年の活動の重点として、警察等に対する情報開示請求を積極的に行うことに

した。既に、年１月以降８件の請求を行ったが、結果は以下の通りだった。 

●北海道公安委員会宛の開示請求（2件） 

公文書不存在通知書 

＊平成 25年 2月 24日、十勝管内音更町居住の男

性（40 歳）が、足寄町の国道から本別署員に追跡

されて北見市留辺蘂町で雪山に衝突、道路交通

法違反（一時不停止違反）容疑で逮捕され死亡し

た件について、１ 北海道警察から報告を受けた

内容が分かる文書 ２ 北海道警察から再発防

止策の内容が分かる文書 ３ 北海道警察に対

して指示した内容が分かる文書  

＊現在請求中の文書（開示決定済み） 

平成 25年 2月 24日以降、現在までに開かれた

公安委員会議事録 

●警察庁宛の開示請求（2件） 

開示された文書 

＊懲戒処分等の状況 

＊訴訟事件等の審級別状況調（平成 24年中） 

●北海道警察宛の開示請求（4件） 

開示された文書 

＊平成 24年懲戒処分一覧 

＊平成 24年（1月～12月）監督上の措置一覧 

公文書不存在通知書 

＊懲戒処分の増える傾向について原因分析と結 

果が分かる文書 

＊平成 25年 2月 24日、十勝管内音更町居住の男       

性（40 歳）が、足寄町の国道から本別署員に追跡さ

れて北見市留辺蘂町で雪山に衝突、道路交通法違

反（一時不停止違反）容疑で逮捕され死亡した件に

ついて、北海道警察が調査した結果及び関係した

警察官に対する処分結果が分かる文書の全て 

http://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%88%91%E6%B3%95%E7%AC%AC196%E6%9D%A1
http://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%88%91%E6%B3%95%E7%AC%AC196%E6%9D%A1
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相談談ＢＯＸ受理集計表（平成２5年 1回目）   

    25.1.1～ 25.3.31 

  相 談 等 の 内 容 相 談 者 区 分 

手   段 メール 電話 その他 警察職員ＯＢ 一般市民 計 

警
察
関
係
の
相
談 

苦 情   （0)   (0)   (0)    (0)    (0)   (0) 

相 談 15  （15） 11 (11) 2  (2) 2  (2)  26 (26) 28   (28) 

要 望   (0)    (0)   (0)   (0)    (0)   (0) 

情報提供   (0)   (0)    (0)    (0)    (0)   (0) 

その他   (0)   (0)   (0)   (0)    (0)   (0) 

 
 その他の相談 7 （7） 2  (2)   (0)   (0)  9 (9) 9 (9) 

  合 計 22 （22） 13 （13） 2  (2) 2  (2)  35 （35） 3７ (37) 

最近の相談内容 

 警察相手の訴訟では、原告側は警察の実態をほとんど知らないことが多い。そのためか最近は弁護士か

らの相談が増えている。志布志事件や氷見事件等の国賠訴訟が大詰めを迎えていることや、現職警察官等

による訴訟が増えているためだろう。 

「その他の相談」のなかには、マスコミからの取材の打診が含まれている。警察の不祥事続きで、全国のテ

レビ、ラジオ、新聞、雑誌等からの意見を聞かれる機会が増えている。 

 

「市民の目フォーラム北海道」では、警察の仕事に関する苦情や相談をいつでも受け付けています。 

相談は無料です。電話やメールで気軽にご相談下さい。秘密は厳守します。 

☎ 050-7524-8995  e-mail  shimin-me.forum@kpa.biglobe.ne.jp 

 

【集会のお知らせ】 

 １   4月 12日（金） 18:30～ 「司法を考える市民の会・オープン例会」（於 札幌弁護士会館） 

当フォーラム代表原田宏二が「犯罪捜査と刑事手続の基礎知識」と題して講演 

２   4月 20日（土） 13：30～ 大阪弁護士会主催（於 大阪弁護士会館） 

シンポジウム 『知る権利が危ない！Part II 「秘密保全法で警察不祥事も隠される！？」』 

当フォーラム代表原田宏二がパネリストで参加 

３  5月 27日（月） 18:30～ 富山（氷見）冤罪国賠を支える会主催 

「氷見冤罪国賠裁判報告集会 in 富山」（於 富山市、県民会館３０２号室） 

当フォーラム代表原田宏二が「富山県警の隠蔽体質について」と題して講演 

    当日午前 10：00 から第 20回口頭弁論（富山地裁）が開かれ、集会には足利事件元被告 

菅家利行さん、布川事件元被告桜井昌司さん、同氷見事件国賠原告 柳原浩さんらが参加する。 

           

編集後記 当会で支援している石黒さんの「道警人事権乱用」裁判の判決を聞きに札幌地裁に行った。 

石黒さんの不屈の闘いは一部勝訴となった。驚いたことに入り口で空港の持ち物検査やボディチェックと

同じことが行われていたのである。これに抗議するマスコミ関係者もいた。この日は「陸上自衛隊格闘死」

裁判の判決もあり、長蛇の列となっていた。重苦しい雰囲気、なぜここで、こんなことをす

る必要があるのか。加えて、一度に十数件の判決、裁判所の行方が不透明だ。 夢子 

 

mailto:shimin-me.forum@kpa.biglobe.ne.jp

